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（１）北広島市地域福祉計画 

  

１） 第 4 期地域福祉計画（現計画）について 

   この計画は、平成 27 年度から令和２年度までの６か年計画であり、「みんなで高める“地

域力“ みんなで広げる住みよいまち」の基本メッセージのもと、ともに支え合う地域福祉

づくりを進めるための福祉関連施策とその指針を定めた計画となっている。 

 また、高齢者、障がい者、健康、子ども・子育て等の個別計画における地域福祉や市民

参加等と連携の求められる施策、共通の理念で結ばれる取り組みは、地域福祉計画の中で

統合化するとともに施策の連携を図っている。 

 

  基本目標 

   １ 市民のニーズに応えた適切なサービスの提供 

   ２ 現状に対処した福祉事業のさらなる展開のために 

   ３ 地域福祉活動への市民の主体的な参加の促進 

   ４ その他の地域福祉の発展に向けて 

   ５ 災害時に支援が必要な人を支援できる体制づくり 

 

２） 計画の位置づけ 

社会福祉法第 107 条に規定する市町村地域福祉計画に位置づけられ、地域における高

齢者、障がい者、子ども・子育て、その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項を盛

り込む計画となる。 

 

社会福祉法 第107条 

 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市

町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り

組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項 

2 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住

民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

3 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行う

よう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものと

する。 
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3） 第 5 期地域福祉計画の策定に向けて 

少子高齢化や人口減少の進展、世帯の小規模化等、私たちを取り巻く社会の状況は大

きく変化していく中で、「複合化する様々な課題」に包括的に対応をしていくことが求め

られる。（社会福祉法第 6 条第 2 項、第 106 条の 3） 

これにより、既存の公的なサービスでは対応が難しい「制度間の狭間の問題」が増えて

くる中で、あらためて地域を基盤にした支え合いが注目され、「自助」「共助」「公助」を

組み合わせた総合的な取組を進め、様々な主体が協力して課題を解決する力を高めてい

くことが必要とされている。（社会福祉法第 4 条第 2 項） 

また、市の総合計画や他の保健福祉諸計画と連携を図るとともに、第５期地域福祉計

画においては、あらたに再犯防止計画および成年後見制度利用促進基本計画を包含した

計画を策定する。 

 

ロ 今後実施する見直し作業 

① 関連資料やデータに基づき、社会経済動向の分析や広域動向、上位計画の把握、地域

の自然的・社会経済的条件の把握、人口構成、各分野対象者等の状況及び動向の把握等、

地域特性の分析を行う。 

② 地域との関わりや地域福祉に対する市民の考え方、市民生活課題等の分析・把握のた

め、7 月に実施したアンケート調査の集計・分析を行う。 

③ 住環境や移動対策、防災対策、雇用対策等の施策の実施状況について、庁内の関係課

はもとより、関係機関、団体等を通じて調査を行う。 

④ 計画策定の前提条件として、上記の調査結果等を総合的にふまえ、地域福祉計画策定

の前提となる基本課題を整理・分析する。 

⑤ 関連分野それぞれの施策との調整を図り、保健福祉分野を総括する地域福祉計画とし

て盛り込むべき個別施策を検討し、提起する。 

なお、この場合、別途策定される関連個別計画の施策との整合を図るものとする。 

⑥ 地域福祉における今後の計画課題を明らかにするとともに、福祉分野に共通する統一

的な将来への目標設定とその実現のための施策体系、重点施策等を検討し、計画案（素

案）として取りまとめる。 

⑦ 委員会や市民の意見を基に、計画案を適宜修正して計画最終案をまとめる。 

 

4） 計画の期間 

   計画の期間は、令和３年度から令和８年度までの６年間を基本としますが、６年間の計画

を策定して、必要に応じて見直し等を行っていく予定。 
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（２）北広島市健康づくり計画 

 

１．現在の計画について 

 

（１）計画期間  平成 27年度から令和 2年度（平成 32年度）までの 6ヶ年 

（２）概  要  本市の健康づくり施策を推進するための基本となるもの 

（３）計画構成  ・個人の生活習慣の改善を通じて、生活習慣病の発症予防・重症化

予防を図る 

         ・社会生活機能の低下を抑え、生活の質向上を図る 

         ・健康のための資源へのアクセスの改善など社会環境の質の向上を

図る 

         結果として健康寿命の延伸を実現する 

（４）基本方向  １ 健康寿命の延伸 

２ 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 

３ 社会生活を営むために必要な機能の維持および向上 

４ 生活習慣および社会環境の改善 

（５）目標指標   3つの生活習慣病（がん、循環器疾患、糖尿病）および 6つの生活 

習慣領域（栄養・食事、身体活動・運動、休養・こころの健康、飲

酒、喫煙、歯・口腔の健康）の行動指針・目標指標を設定 

5つのライフステージごと（妊産婦期、幼・少年期～未成年期、青 

年期、壮年期、高齢期）の行政及び個人・家族の取組み（事業）を策 

定 

 

２．計画の位置づけ 

  健康づくり計画は、健康増進法第 8 条第 2 項に規定する市町村健康増進計画に位置

付けられる。 

 

 

 

３．第 5次健康づくり計画策定に向けて 

 基本方針としては、国における健康日本 21（第 2 次）、北海道における北海道健康増

進計画（すこやか北海道 21）改訂版が進行中であり、これらの計画をつき合わせて整合

性を図る。 

 平成 30年度に健康日本 21(第 2次)の中間評価が行われた。 

・健康寿命の延伸については、目標に向かって前進している。今後も引き続き推進す

ることが不可欠となっている。 

・「次世代の健やかな生活習慣形成等（健やか親子施策）」「疾病予防・重症化予防（が

ん対策・生活習慣病対策等）」「介護・フレイル予防（介護予防と保健事業の一体的実

施）」を重点取組分野とし、健康無関心層も含めた予防・健康づくりの推進というアプ

ローチから健康寿命の延伸を目指すこととしている。 

 ・がんと循環器疾患や糖尿病などの対策は、治療技術の向上等の要因による影響もあ

り、5割程度の目標改善があった。食事、身体活動・運動、休養、禁煙等、健康増進に

健康増進法第８条第２項 

 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の 

増進の推進に関する施策についての計画（以下『市町村健康増進計画』という。）を定め 

るよう努めるものとする。 
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貢献すると考えられる生活習慣をはじめとした一次予防に関する取組の継続は今後も

必要である。 

 ・「がん対策推進基本計画」や「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」等が展開されて

おり、合併症の発症や症状の進展などの重症化の予防に重点を置いた対策の推進も引

き続き重要である。 

 ・こころの健康では、「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれることのない社会の

実現を目指して～」（平成 29 年 7 月）による自殺対策を、新たに推進していく必要が

ある。見直し後の大綱では、地域レベルの実践的な取組の推進、若者の自殺対策、勤

務問題による自殺対策の推進、自殺死亡率を先進諸国の現在の水準まで減少すること

を目指し、平成 38 年度（R8 年度）までに平成 27 年比 30%以上減少させることを目標

としている。 

・次世代の健康では、母子保健分野における「健やか親子 21（第 2次）」等の計画や施

策を通じて、健康な生活習慣や適切な体重の子どもの増加等を実現する必要がある。 

 ・高齢者の健康では、高齢者の介護予防事業や認知症対策における「新オレンジプラ

ン」等の計画や施策を通じて、総合的な対策を推進していく必要がある。 

 ・健康の増進を形成する基本要素として栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、

喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣は、「適切な量と質の食事をとる者の増加」

や「日常生活における歩数の増加」、「睡眠による休養を十分とれていない者の割合の

減少」等、個人の生活習慣や行動が結果として変化がみられないものがあった。これ

らの基本的要素の改善が不十分な状況は、その他の目標進捗も滞る一因となる可能性

が十分考えられ、様々な機会を通じた普及啓発活動を行うことや環境整備を推進して

いく必要がある。 

以上の国の示した今後の方針を参考に、第 5次健康づくり計画を策定する。 

こころの健康においては、平成 28年に改正自殺対策基本法が施行され、自治体に自殺 

対策計画の策定が義務づけされたことから、健康づくり計画の一部を市町村自殺対策計

画に位置づけることとする。 

 

＜策定の流れ＞ 

○関連資料やデータに基づき、地域特性の分析 

○市民の考え方、生活課題等の分析・把握のため、アンケート調査の実施、集計・分析 

○健康づくりの施策の実施状況のとりまとめ 

○健康づくり計画として盛り込むべき施策の検討（市の総合計画や他の保健福祉諸計画

等との整合を図る） 

○今後の課題を明らかにするとともに、将来目標像の設定とその実現のための施策体系、

施策を検討し、計画案を取りまとめる 

○委員会や市民の意見を基に、計画案を適宜修正して最終計画案をまとめる 

 

４．計画の期間 

 本計画の期間は、令和 3年度から令和 8年度までの 6年間を基本とする｡ 

6年間の計画を策定して 3年ごとに見直しを行う等の検討も行っていく予定。 
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（３）計画策定までのスケジュールについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 1 回 地域福祉部会   
・アンケート調査の実施について 
・計画策定までのスケジュール 

 
第 3~4 回 地域福祉部会（8~11 月）   
・施策の評価 
・アンケート調査の結果について 
・基本方針、基本目標、具体的な施策について 
・計画の素案について 

 
第 5 期地域福祉計画の完成・公表 令和 3 年 3 月 

地域福祉部会に関係するもの 

市民アンケート調査 7 月 

地域福祉、健康づくり 

  一般市民（1,000 人） 

パブリックコメント １2~1 月 

 ・素案公表 

 ・市民意見の募集 

第 2 回 北広島市保健福祉計画

検討委員会 全体会 11 月 

・計画の素案の了承 

第 3 回 北広島市保健福祉計画

検討委員会全体会 令和3年2 月 

・計画案の了承 

第 1 回 北広島市保健福祉計画

検討委員会 全体会 8/3 

 ・正副委員長選出 

 ・委員会の目的、進め方 

 ・全体スケジュール 

・専門部会設置 等 

 
第 2 回 地域福祉部会  （８月上旬） 
・部会長選出 
・地域福祉計画について 
・計画策定までのスケジュール 等 

 
第 5 回 地域福祉部会（11 月）   
・計画の素案の審議、作成 

 
第 6 回 地域福祉部会（令和 3 年 2 月）   
・計画案の審議、了承 

地域福祉部会以外のもの 
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アンケート調査の実施について  

 

１ 調査の目的  

 

 地域福祉計画及び健康づくり計画の改訂にあたり、地域福祉や健康づくりに関する

本市の実態、市民の意識等についてアンケート調査を実施しました。  

その収集した回答を集計、分析を行い、ともに支え合う地域共生社会の理念に基づ

き地域福祉のあり方の指針として定める「地域福祉計画」及び市民の健康増進のあり

方を指針として定める「健康づくり計画」を策定するための基礎資料とします。  

 

２ 調査の名称  

 

地域福祉と健康づくりに関する市民アンケート調査  

 

３ 調査期間  

 

令和 2 年 7 月 10 日～7 月 27 日（投函期限）  

 

４ 調査対象者  

 

 市内５地区（東部、大曲、西の里、西部、北広島団地）の男女別、年齢階層別人口

比率を考慮し、無作為に抽出された１８歳以上の市民、合計１，０００名を対象。  

 

５ 調査の方法  

 

 郵送による調査票の配布・回収とし、調査票の記入は回答者が直接記入します。  

 

６ 回答状況  

 

 令和 2 年 7 月 30 日現在  回答者数 417 名（回答率 41.7％）  
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地域福祉と健康づくりに関する 

市民アンケート調査 
 

ご協力のお願い 
 

市民の皆様には、日ごろから市政に対するご理解とご協力をいただき、感謝申し上げます。 

本市では、現行の「地域福祉計画」及び「健康づくり計画」が令和2年度をもって終了するこ

とに伴い、令和3年度を始期とする新しい計画を策定していくため、様々な視点から検討を行

っています。 

また、国が平成28年4月に「自殺対策基本法」を改正し、誰もが自殺に追い込まれることの

ない社会の実現を目指し、各市町村に市町村自殺対策計画策定が義務付けられたことにより、

新たな「健康づくり計画」に包含して策定いたします。 

この調査は、無作為で抽出した18歳以上の1,000名の市民の方々にお願いしています。 

福祉や健康に対する考え方やご意見をお聞かせいただき、本市の各種施策への取組を検討す

る上での貴重な資料とさせていただくことを目的に実施いたします。 

なお、ご記入いただいた内容は、すべて統計的に処理し、個々の内容を外部に公表すること

や、本調査以外の目的で使用することは決してございません。 

大変お忙しい中、誠に恐縮ではございますが、本調査の趣旨をご理解いただき、アンケート

へのご協力をお願い申し上げます。 

令和2年７月 

北広島市長 上野 正三 

 

【ご記入、ご返送に際してのお願い】 
 

◆回答は、あて名のご本人様が記入してください。 

◆回答は、各質問にそってあてはまる番号（数字）を○で囲むか、表中の該当する欄に○を 

記入してください。 

◆また、選択肢の中で「その他」にご回答された場合は（ ）内に具体的な内容を記入してく 

ださい。 

◆記入していただいた調査票は、同封の返信用封筒（切手不要）に入れ、7月27日までに 

返送してください。 

◆調査に関してご不明な点がある場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。 

 

〔お問合せ先〕北広島市役所 電話 011-372-3311 ／ ＦＡＸ 011-398-4312 
Ｅﾒｰﾙ fukushi＠city.kitahiroshima.lg.jp 

地域福祉に関することは  保健福祉部福祉課（担当︓渡邉
わたなべ

 内線 2134） 

  健康づくりに関することは 保健福祉部健康推進課（担当︓野
の

切
ぎり

 内線 1213） 
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Ⅰ あなた（封筒のあて名の方）の状況について 
 

問1 あなたの性別は、どちらですか。（○は1つ） 

性別を記入したくない場合は問2にお進みください 

1．男 2．女 

 

問2 あなたの年齢（令和2年4月1日現在）は、以下のどれですか。（○は1つ） 

1．30歳未満 

4．50～60歳未満 

7．80歳以上 

2．30～40歳未満 

5．60～70歳未満 

 

3．40～50歳未満 

6．70～80歳未満 

 

 

問3 あなたの職業は、以下のどれですか。（○は1つ） 

1．自営業（農林水産業） 

4．公務員・教員 

7．パート 

10．その他（具体的に︓  

2．自営業(商工・サービス業) 

5．会社員・団体職員 

8．学生 

3．自由業（弁護士・開業医等） 

6．家事専業 

9．無職 

） 

 

問4 あなたがお住まいの地区は、以下のどれですか。（○は1つ） 

1．東部地区 

4．西の里地区  

2．西部地区 

5．北広島団地地区 

3．大曲地区 

 

地域の名称 区 域 

東部地区 美咲き野、東共栄、共栄町、朝日町、稲穂町東、稲穂町西、中央、美沢、 

新富町東、新富町西、共栄、富ヶ岡、中の沢、北の里、南の里 

西部地区 輪厚、輪厚中央、輪厚元町、輪厚工業団地、希望ヶ丘、島松、三島、仁別 

大曲地区 大曲、大曲柏葉、大曲南ヶ丘、大曲工業団地、大曲末広、大曲中央、大曲緑ヶ丘、 

大曲光、大曲並木、大曲幸町 

西の里地区 西の里、西の里東、西の里北、西の里南、虹ヶ丘 

北広島団地 

地区 

北進町、輝美町、広葉町、栄町、松葉町、若葉町、山手町、緑陽町、白樺町、 

高台町、南町、泉町、里見町、青葉町 
 

問5 あなたのご自宅の住居形態は、以下のどれですか。（○は1つ） 

1．一戸建住宅（借家も含む） 

4．公団住宅 

2．マンション・アパート 

5．その他（具体的に︓  

3．市営・道営住宅 

） 

 

問6 あなたの家族構成は、以下のどれですか。（○は1つ） 

1．単身 

4．夫婦と親 

7．その他（具体的に︓  

2．夫婦のみ 

5．3世代（親、子、孫） 

3．夫婦と子ども 

6．子どもと親（父子、母子） 

） 
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問７ あなたの世帯の過去1年間の年間収入（税込み）は、以下のどれですか。（○は1つ） 

1．200万円未満 

4．600万円以上 

2．200万円以上400万円未満 

5．わからない 

3．400万円以上600万円未満 

 

 

＜ここからは、地域福祉に関する質問です。＞ 
 

Ⅱ あなたの生活について 
 

問8 日頃の悩み、苦労、不安・不満には、どのようなことがありますか。（○はいくつでも） 

1．景気、雇用、収入など経済状態 

3．医療費、保険料などの負担のこと 

5．家族の健康問題 

7．高齢者介護の問題 

9．住んでいる住宅の設備、建て付け、老朽化のこと 

11．同居していない家族の介護・健康のこと 

13．職場・勤務に関する問題 

15．地域の防犯、安全のこと 

17．特にない 

2．家族の暮らし、将来のこと 

4．自分の健康問題 

6．育児、子どもの教育問題 

8．障がい者介護の問題 

10．同居している家族との人間関係 

12．隣近所との人間関係 

14．恋愛関係の問題 

16．地震、水害、火事などの災害 

18．その他（具体的に︓          ） 

 

問9 困ったときの相談相手は、どなたですか。（○はいくつでも） 

1．家族 

3．友人・知人 

5．職場の人 

7．行政（市役所、警察など） 

9．福祉サービス事業所、相談支援事業所 

11．その他（             ） 

2．親類 

4．近所の人 

6．自治会・町内会役員、民生委員 

8．社会福祉協議会 

10．病院・薬局の方 

12．特にいない 

 

問10 あなたが必要とする福祉に係る情報は、どのように入手していますか。（○はいくつでも） 

1．新聞・雑誌 

3．インターネット、市のホームページで検索 

5．書籍 

7．専門家に直接相談 

9．サービスを提供する団体に直接相談 

11．特に入手しない、情報は必要ない 

2．テレビ、ラジオなど 

4．市の広報紙 

6．国、北海道などのパンフレット 

8．体験者に直接相談 

10.その他（具体的に︓         ） 

 

問11 あなたは、ふだん近所の人と、どの程度の付き合いをしていますか。（○は1つ） 

1．親しく付き合っている 

3．立ち話をする程度 

5．ほとんど付き合いはない 

2．気の合った人とは親しく付き合っている 

4．顔が合えばあいさつ程度 
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Ⅲ あなたの地域活動について 

 

問12 あなたは、どのような地域活動に参加していますか。（○はいくつでも） 

1．自治会・町内会活動（問13へ） 

3．婦人会活動（問13へ） 

5．老人クラブ活動（問13へ） 

7．その他の活動（具体的に︓  

8．いずれにも参加していない（問14へ） 

2．PTA活動（問13へ） 

4．子ども会活動（問13へ） 

6．趣味のサークル活動（問13へ） 

）（問13へ） 

 

≪問12で、地域活動に参加している（1～7）と答えた方におうかがいします。≫ 

問13 主な地域活動への参加状況はどの程度ですか。（○は1つ） 

1．よく参加している 

4．ほとんど参加していない 

2．ときどき参加している 

 

3．年に数回は参加している 

 

問14 あなた自身が病気や事故で日常生活が不便になったり、不安になったとき、地域の住民に

手伝ってほしいと思うことには、どのようなことがありますか。（○はいくつでも） 

1．道ばたでの声かけ 

2．買い物や外出の手伝い 

3．訪問しての安否確認 

4．話し相手 

5．身の周りの簡単な世話（調理、電球の交換、重い物の移動など） 

6．ごみ出し 

7．除雪の手伝い 

8．自治会・町内会、民生委員への取り次ぎ 

9．親類への連絡、取り次ぎ 

10．役所、福祉団体への相談支援 

11．その他（具体的に︓                             ） 

12．特にない 
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問15 あなた自身が、地域にお住まいの高齢者や障がい者、子育て中の家族、母親や地域の子ど

も達にしてあげられることには、どのようなことがありますか。（○はいくつでも） 

1．道ばたでの声かけ 

2．買い物や外出の手伝い 

3．お宅を訪問しての安否確認 

4．話し相手 

5．身の周りの簡単な世話（調理、電球の交換、重い物の移動など） 

6．ごみ出し 

7．除雪の手伝い 

8．自治会・町内会、民生委員への取り次ぎ 

9．親類への連絡、取り次ぎ 

10．役所、福祉団体への相談支援 

11．非行への注意、監視 

12．地域の防犯パトロール 

13．道路や空地の清掃、美化 

14．危険箇所の調査、撤去 

15．空き地、空き家の監視 

16．その他（具体的に︓                              ） 

17．特にない 
 

問16 地域活動を活発にするには、どのようなことが効果があると思いますか。 

（○はいくつでも） 

1．自治会・町内会主催の活動への参加 

3．行政主催の行事への参加 

5．その他（具体的に︓           

2．地域を会場とした地域活動への参加 

4．住民自身による地域活動の運営 

                   ） 
 

問17 地域活動を進めるうえで必要なことは、どのようなことだと思いますか。 

（○はいくつでも） 

1．中心になって活動する人を育てる 

3．活動資金の確保 

5．人のつながり、ネットワーク 

7．その他（具体的に︓          

2．地域住民の理解 

4．必要な情報の収集と提供 

6．行政からの支援 

                   ） 
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Ⅳ あなたのボランティア活動について 
 

問18 ボランティア活動に参加していますか。（○は1つ） 

1．現在活動に参加している(問19へ) 

2．以前活動に参加したことがあるが、現在はしていない(問19へ) 

3．活動に参加したことがない(問21へ) 

 

≪問18で「1．現在活動に参加している」、または「2．以前参加したことがあるが、現在はして

いない」と答えた方におうかがいします。≫ 

問19 それはどのような活動ですか。（○はいくつでも） 

1．地域における子育てボランティア 

2．障がいのある方へのボランティア 

3．高齢者に対するボランティア 

4．保健・医療に関するボランティア 

5．青少年の健全育成に関するボランティア 

6．国際交流に関するボランティア 

7．自然や環境保護に関するボランティア 

8．まちづくりに関するボランティア 

9．地域で行う防災ボランティア 

10．地域で行う防犯ボランティア 

11．スポーツ・文化・レクリエーションに関するボランティア 

12．その他の活動（具体的に︓                           ） 

 

≪問18で「1．現在活動に参加している」、または「2．以前参加したことがあるが、現在はして

いない」と答えた方におうかがいします。≫ 

問20 ボランティア活動を広げるためにはどのようなことが必要でしょうか。 

（○はいくつでも） 

1．学校教育の一環としてボランティア活動を活発に行う 

2．ボランティアに経済的負担がかからないように交通費などの実費を援助する 

3．ボランティアとボランティアを必要とする人を結ぶ仕組みを拡充する 

4．企業などがボランティア休暇を認めるなど特別な配慮をする 

5．ボランティア活動に関する相談や活動の拠点となる場所を提供する 

6．地域でのボランティア活動を充実する 

7．ボランティアについての普及啓発（積極的な呼びかけ）を行う 

8．ボランティア活動に関する研修会や講習会を開催する 

9．その他（具体的に︓                              ） 

（⇒回答後は問23へ） 
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≪問18で「3．活動に参加したことがない」と答えた方におうかがいします。≫ 

問21 今後、ボランティア活動に参加したいと思いますか。（○は1つ） 

1．ぜひ参加したい 

3．あまり参加したいとは思わない 

5．わからない 

2．できれば参加したい 

4．まったく参加したいとは思わない 

 

 

≪問18で「3．ボランティア活動に参加したことがない」と答えた方におうかがいします。≫ 

問22 参加していない、できない理由としてはどのようなものがありますか。（○はいくつでも） 

1．仕事や家事が忙しく時間が取れない 

2．家族や職場の理解が得られない 

3．興味の持てる活動がない 

4．活動のための費用がない 

5．活動のための資格、技術がない 

6．健康に自信がない 

7．身近に活動グループや仲間がいない 

8．ボランティア活動はしたくない 

9．活動したい気持ちはあるがきっかけがつかめない 

10．小さな子どもや介護を必要とする家族がいる 

11．そのような活動は本来行政がやるべきものだと思うから 

12．参加したいがどこへ行ったらよいかわからない 

13．その他（具体的に︓                              ） 

 

問23 今後、参加してみたいボランティア活動としてはどのようなものがありますか。 

（○はいくつでも） 

1．地域における子育てボランティア 

3．高齢者に対するボランティア 

5．青少年の健全育成に関するボランティア 

7．自然や環境保護に関するボランティア 

9．地域で行う防災ボランティア 

11．スポーツ・文化・レクリエーションに関するボランティア 

13．特に参加したいものはない 

2．障がいのある方へのボランティア 

4．保健・医療に関するボランティア 

6．国際交流に関するボランティア 

8．まちづくりに関するボランティア 

10．地域で行う防犯ボランティア 

12．その他（具体的に︓        ） 
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Ⅴ あなたの地域福祉に対する考えについて 
地域福祉とは、それぞれの地域において人びとが安心して暮らせるよう、地域住民や社会福祉関

係者がお互いに協力して地域社会の福祉課題の解決に取り組む考え方となります。 

 

問24 福祉サービスの利用の分野で、関心のあることは、どれですか。（○はいくつでも） 

1．高齢者や障がいのある方のための相談体制の充実 

2．子育て中の方のための相談体制の充実 

3．福祉サービスに関するさまざまな情報の提供 

4．福祉に係わる事業者や市民、団体相互のネットワークの充実 

5．虐待などの権利侵害が起きないような社会環境づくり 

6．その他（具体的に︓                              ） 

7．特にない 

 

問25 地域福祉活動の充実のために、必要と思うことは、どれですか。（○はいくつでも） 

1．営利を目的としないで公益活動、市民活動を行う団体の育成、確保 

2．民間の福祉サービス事業の育成、確保 

3．保健・福祉・医療の専門家や事業者の連携や福祉サービスの提供 

4．市民の健康を維持・増進させるための施策の充実 

5．地域の福祉資源を活かし、地域密着型の福祉を行う拠点の確保 

6．地域住民が有償で自発的に取り組む地域活動（コミュニティビジネス）の支援 

7．その他（具体的に︓                              ） 

8．わからない 

 

問26 地域福祉活動への市民参加を促進するために、必要と思うことは、どれですか。 

（○はいくつでも） 

1．ボランティア活動に参加する市民や団体の増加 

2．市民が福祉活動に参加しやすくなるような仕組みづくり 

3．ボランティアに参加したい人とボランティアを必要とする人を結ぶネットワークの確保 

4．小学校、中学校での福祉学習の推進 

5．社会福祉協議会と連携した福祉活動の推進 

6．自治会・町内会と連携した福祉活動の推進 

7．地域の自主的な福祉活動の拠点となる組織や場の確保 

8．「身近な課題は、自分達の問題」という地域住民の認識の共有 

9．その他（具体的に︓                              ） 

10．わからない 
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問27 地域福祉を推進するために、必要と思うことは、どれですか。（○はいくつでも） 

1．利用しやすい、利用できる福祉サービスの充実 

2．福祉サービスを担う福祉事業者や団体の活動の充実 

3．地域福祉活動への市民参加の促進 

4．社会福祉協議会の組織力や体制の強化、活動の充実、社会福祉協議会との連携 

5．民生委員との連携 

6．市内の大学の研究活動、社会活動、学生活動との連携 

7．誰もがくらしやすいまちづくりのための公共施設のバリアフリー化 

8．バリアフリー化された住宅の確保 

9．その他（具体的に︓                              ） 

10．わからない 

 

問28 お住まいの地域の地域活動やボランティア活動について、どう感じていますか。 

（○は1つ） 

1．とても活動的である 

4．あまり活動的ではない 

2．比較的活動的である 

5．活動しているようには見えない 

3．ふつう 

6．わからない 
 

問29 お住まいの地域の地域活動やボランティア活動について、今後、どうすすめるのがいいと

思いますか。（○は1つ） 

1．もっと、活動すべき 

4．やり方を再考すべき 

2．いままでどおり 

5．わからない 

3．活動を減らしたほうがいい 

 

 

Ⅵ 災害時の助け合いについて 
 

問30 あなた自身は、災害発生時に、高齢者、障がい者、妊婦、乳幼児など隣近所に自力で避難

できない人がいたとき、どう対応しますか。現時点のお考えとしてお答えください。（○は1つ） 

1．自発的に手助けする、手助けしてもいい 

2．自治会・町内会（自主防災組織）から要請があれば、手助けする 

3．行政から要請があれば、手助けする 

4．手助けできない、手助けしない 

＜手助けできない理由は↓＞ 

①家にも自力で避難できない人がいる 

②体力的にむずかしい 

③隣近所をよく知らない 

④その他（具体的に︓                            ） 

5．わからない 
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問31 避難のための支援を受けるためまたは支援を受けることになったときに、あなたの住所、

氏名などを事前にどこになら提供できますか。（○はいくつでも） 

1．市役所 

3．警察 

5．社会福祉協議会 

7．自主防災組織 

9．提供する考えはない 

2．消防 

4．民生委員 

6．地区社会福祉委員会（福祉委員） 

8．自治会・町内会 

10．わからない 

 

問32 災害時の避難に際し不安に感じていることがありますか。（○はいくつでも） 

1．避難場所が分かりにくい 

2．避難場所の広さは十分か 

3．避難場所までの道路状況 

4．家族との連絡がつくか 

5．高齢者、障がい者、妊婦、乳幼児がいるので避難がスムーズに出来るか心配 

6．災害の情報が入手できるか 

7．知人の安否情報が入手できるか 

8．その他（具体的に︓                              ） 

9．特にない 

 
 

Ⅶ 地域福祉へのご意見 
 

問33 地域福祉で、ご意見がありましたら、お聞かせください。 
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＜このページからは、市民の健康づくり、健康増進に関する質問です。＞ 
 

１ あなたの健康状態、健康増進について 
 

問１ あなたの身長・体重はどのくらいですか。数値を記載してください。 

1．身長（    ． ）cm 2． 体重（    ． ）kg 

 

問２ 日頃、ご自分の健康状態をどのように感じていますか。（○は1つ） 

1．たいへん健康 

4．あまり健康ではない 

2．まあまあ健康 

5．健康ではない 

3．ふつう 

 

問3 あなた自身は、ご自分の健康づくりについて、どのように思っていますか。（○は1つ） 

1．積極的に実践していると思う 

3．あまり取り組んでいないと思う 

2．ふつうに実践していると思う 

4．ほとんど何もしていないと思う 

 

問４ 一日の食事の回数は、いかがですか。（○は1つ） 

1．ほぼ決まった時間に3回食べている 

3．3回以外に夜食や間食が多い 

5．食事は2回にしている 

7．その他（具体的に︓ 

2．3回食べているが時間は不規則 

4．3回食べない（食べられない）ことが多い 

6．回数は不規則 

） 

 

問５ ふだん朝食を食べますか。（○は1つ） 

1．ほとんど毎日食べる 

4．週に1回食べる 

2．週に4～5日食べる 

5．ほとんど食べない 

3．週に2～3日食べる  

 

問６ 主食・主菜・副菜がそろった食事は一日何回ありますか。（○は1つ） 

◎参考…主食(ごはん、パン、めん) 

主菜（肉、魚、卵、大豆製品を材料とした料理） 

副菜（野菜、きのこ類、海藻類を材料とした料理） 

1．一日3回 

4．ほとんどない 

2．一日2回 

5．その他（具体的に︓  

3．一日1回 

） 

 

問７ スポーツや体操、ウォーキングなど、健康のために身体を動かす事を意識的に行っていま

すか。（家事や学校の授業は除きます。）（○は1つ） 

1．週に3回以上している（問8へ） 

3．月に2～3回している（問9へ） 

5．ほとんどしていない（問9へ）  

2．週に1～2回している（問8へ） 

4．月に1回している（問９へ） 
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≪問７で、「1．週に3回以上している」又は「2．週に1～2回している」と答えた方におうかが

いします。≫ 

問８ 週2回以上かつ1回30分以上の運動を1年以上続けていますか。（○は1つ） 

1．続けている 2．続けていない 

 

問９ あなたの平均的な1日の歩数はどのくらいですか。 

◎参考…10分程度歩くと、約1,000歩になるとお考えください。 

1．4,000歩未満 

4．7,000～8,500歩 

7．わからない 

2．4,000～6,000歩 

5．8,500～9,000歩  

3．6,000～7,000歩 

6．9,000歩以上 

 

問10 現在、たばこを吸っていますか。（○は1つ） 

1．毎日吸っている（問11へ） 

3．以前は吸っていたが1ヶ月以上吸っていない（問14へ） 

2．時々吸う日がある（問11へ） 

4．吸わない（問14へ） 

 

≪問10で、「1．毎日吸っている」又は「2．時々吸う日がある」と答えた方におうかがいします。

時々吸う方は、吸うときの1日の本数をお答えください。≫ 

問11 現在、あなたが吸っているたばこ製品はどれですか。（○はいくつでも） 

◎参考…加熱式たばこ（たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品に火を点けずに、電気ヒーターで加

熱などして吸う新しいタイプのたばこ。たばこ葉の入った専用のスティック等を、専用

の装置にセットして使用する） 

1．紙巻たばこ（問12へ） 

3．その他（具体的に︓ 

2．加熱式たばこ（問13へ） 

） 

 

≪問11で「1．紙巻たばこ」と答えた方におうかがいします。≫ 

問12 一日に、平均で何本吸いますか。（○は1つ） 

◎参考・・・時々吸う方は、吸うときの1日の本数をお答えください。 

1．1～9本 2．10～19本 3．20～29本 4．30～39本 5．40本以上 

 

≪問10で「1.毎日吸っている」又は「2.時々吸う日がある」と答えた方におうかがいします。≫ 

問13 今後、たばこをやめたいと思いますか。（○は1つ） 

1．すぐにでもやめたい 

4．やめることは考えていない 

2．そのうちやめたい 

5．わからない 

3．本数を減らしたい 

 

（⇒回答後は問15 へ） 
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≪問10で、「3．以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」又は「4．吸わない」と答えた

方におうかがいします。≫ 

問 14 あなたは、この 1 ヶ月間に他の人が吸っているたばこの煙を吸いこんでしまった（受動

喫煙）機会がありましたか。（ア～コのすべてに○は1つ） 

◎参考・・・学校、飲食店、遊技場などに勤務していて、その職場で受動喫煙があった場合は、

「イ．職場」欄に記入してください。 

 1．ほぼ 

毎日 

2．週に 

数回程度 

3．週に 

1回程度 

4．月に 

1回程度 

5．全く 

なかった 

6．行か 

なかった 

ア．家庭 １ ２ ３ ４ ５  

イ．職場 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

ウ．学校 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

エ．飲食店 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

オ．遊技場 
（ゲームセンター、パチンコ、

競馬場など） 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

カ．行政機関 
（市役所、公民館など） 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

キ．医療機関 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

ク．公共交通機関 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

ケ．路上 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

コ．子どもが利用する
屋外の空間 
（公園、通学路など） 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

 

問15 ビール、日本酒、ワインなどのお酒を飲みますか。（○は1つ） 

1．ほぼ毎日飲む（問16へ） 

3．週1～3日飲む（問16へ） 

5．飲まない・やめた（問18へ） 

2．週4～５日飲む（問16へ） 

4．たまに飲む（問16へ） 

6．やめた（問18へ） 
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≪問15で量の多少にかかわらず「飲む」と答えた方におうかがいします。≫ 

問16 1回にどれくらいのお酒を飲みますか。日本酒1合に置き換えて答えてください。 

（○は1つ） 

◎参考…日本酒1合の目安 

ビールなら中ビン1本又は500ml缶を１缶    ウイスキーならダブル1杯（60ml） 

ワインなら1/4本（180ml）           焼酎なら0.6合（約110ml） 

缶チューハイなら1.5缶（約520ml） 
 

1．1合未満 

6．5合以上 

2．1～2合未満 

 

3．2～3合未満 

 

4．3～4合未満 

 

5．4～5合未満   

 

 

≪問15で量の多少にかかわらず「飲む」と答えた方におうかがいします。≫ 

問17 お酒の飲み方について、どう考えていますか。（○は1つ） 

1．やめたいと思っている 

3．このままでよいと思っている 

2．量を減らしたいと思っている 

4．今より増やしたいと思っている 

 

問18 歯や口の中について、悩みや気になることがありますか。（○はいくつでも） 

1．特になし 

3．歯がぐらつく 

5．ものがはさまる 

7．歯並びがよくない 

9．あごから音がする 

2．歯が痛んだり、しみたりする 

4．歯ぐきから血が出たり、はれたりする 

6．口臭が気になる 

8．かみ合わせが良くない 

10．その他（具体的に︓        ） 

 

問19 あなたの歯（親知らずと差し歯は含める）はどれくらい残っていますか。（○は1つ） 

◎参考…親知らずが生えなかった場合、永久歯は全部で28本 

    親知らずがすべて（4本）生えた場合、永久歯は全部で32本 

    入れ歯、ブリッジ、インプラントは含まない 

1．32～28本          2．27～24本 3．23～20本 4．19～1本 5．まったくない          

 

問20 むし歯や歯周病予防のために、気をつけていることがありますか。（○はいくつでも） 

1．定期的に歯科医療機関で健診を受ける 

2．症状があれば早めに受診する 

3．歯磨きや入れ歯の手入れをする 

4．デンタルフロス（糸ようじなど）、歯間ブラシなどを使って歯の間を手入れをする 

5．フッ素塗布、又はフッ化物入りの歯磨き剤を使用する 

6．歯の健康についての情報は積極的に読んだり、イベントに参加したりする 

7．甘い食べ物や飲み物を控える 

8．その他（具体的に︓                               ） 

9．特に気を付けていることはない 
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問21 あなたはこの1年間に健（検）診を受けましたか。（受けたものすべてに○） 

◎参考…子宮頸がんまたは乳がん検診は過去2年間で受けたかどうかをお答えください。 

歯科健診は、歯や歯周病、入れ歯などの治療を目的に歯科医療機関を受診した場合は含 

みません。ただし、治療終了後に、定期健診のために受診した場合は「受けた」こととな 

ります。 

妊産婦健診、病院や診療所で行う診療としての検査は含まれません。 

1．健康診断(血液検査、血圧測定、尿検査、身長・体重測定などの人間ドックや特定健診など) 

2．胃がん検診 

3．肺がん検診 

4．大腸がん検診 

5．子宮頸がん検診（女性のみ） 

6．乳がん検診（女性のみ） 

7．前立腺がん検診（男性のみ） 

8．歯科健診 

9．いずれの健（検）診も受けていない（理由:                    ） 

10．受ける機会がない 

11．わからない 

 

２ 健康づくりへのご意見 
 

問22 最後に、健康づくりで、ご意見がありましたら、お聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜このページからは、市民の健康づくり、健康増進に関する質問です。＞ 

民の健康づくり、健康増進に関する質問です。＞ 
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＜このページからは、こころの健康づくり、自殺対策計画策定に向けての質問です。＞ 

 

A こころの健康に関する考えについて 
 

問1 睡眠時間は平均するとどれくらいですか。（○は1つ） 

1．5時間未満 2．5～6時間 3．7～8時間 4．9時間以上 

 

問2 睡眠で休養が十分とれていると思いますか。（○は1つ） 

1．十分とれている 2．まあまあとれている 3．不足しがちである 4．不足である 

 

問3 この1ヶ月間にストレス（不満、悩み、苦労など）がありましたか。（○は1つ） 

1．おおいにある 2．多少ある 3．あまりない 4．全くない 

 

問4 不満、悩み、苦労などのストレスはだれに（どこに）相談しますか。（○はいくつでも） 

1．家族 

4．相談窓口（公的） 

7．相談先がわからない 

2．知人・友人 

5．インターネット・SNS 

8．その他（具体的に︓ 

3．上司、先輩、同僚、先生 

6．誰にも相談できない 

）  

 

問5 もし、あなたが自分自身の「うつ病のサイン（※）」に気づいたとき、どう対応しますか。

（○は1つ） 

※うつ病のサイン（約2週間以上継続） 

○自分で感じる症状︓気分が沈む、悲しい、イライラする、集中力がない、好きなこともやりたくない、大事な

ことを先送りする、物事を悪いほうへ考える、決断ができない、自分を責める、死にたくなる 

○まわりが気づく症状︓表情が暗い、涙もろい、反応が遅い、落ち着きがない、飲酒量が増える 

○身体に出る症状︓眠れない、食欲がない、便秘がち、身体がだるい、疲れやすい、性欲がない、頭痛、動悸、

胃の不快感、めまいなど 

1．医療機関に受診する（問７へ） 

3．家族や知人に相談する（問7へ） 

5．その他（具体的に︓  

6．わからない（問7へ） 

2．公的機関の窓口を利用する（問7へ） 

4．時間がたつのを待つ（問6へ） 

）（問7へ） 
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≪問5で、「4．時間がたつのを待つ」と答えた方におうかがいします。≫ 

問6 それはなぜですか。（○はいくつでも） 

1．精神的な悩みを話すことに抵抗がある 

2．受診や相談をする時間の都合がつかない 

3．どこに相談したらよいか分からない 

4．過去に相談していやな思いをした 

5．相談をしても根本的な解決にはつながらない 

6．受診でお金がかかることは避けたい 

7．うつ病は特別な人がかかる病気なので、自分は関係ない 

8．受診や相談をしなくてもほとんどのうつ病は治ると思う 

9．その他（具体的に︓                               ） 

 

問７ あなたは、これまで本気で死にたいと考えたことがありますか。（○は1つ） 

1．ある（問８へ） 2．ない（問10へ） 

 

≪問7で、「1．ある」と答えた方におうかがいします。≫ 

問８ 死にたいと考えたときに、誰かに相談したり、助けを求めたりすることにためらいを感じ

ましたか。（○は1つ） 

1．感じた 

3．どちらかというと感じなかった 

5．わからない  

2．どちらかというと感じた 

4．感じなかった 

 

 

≪問7で、「1．ある」と答えた方におうかがいします。≫ 

問９ 死にたい思いをとどめた理由は何ですか。（○はいくつでも） 

1．家族や大切な人のことが頭に浮かんだ 

2．時間の経過とともに忘れた 

3．人に相談して思いとどまった 

4．解決策が見つかった 

5．その他（具体的に︓                               ） 

 

問10 もし身近な人から「死にたい」と打ち明けられた時、あなたはどのように対応しますか。

（○はいくつでも） 

1．相談に乗らない、もしくは話題を変える 

3．「死んではいけない」と説得する 

5．耳を傾けてじっくりと話を聞く 

7．解決策を一緒に考える 

9．その他（具体的に︓ 

10．何もしない 

2．「頑張って」と励ます 

4．「バカなことを考えるな」と叱る 

6．医療機関にかかるよう勧める 

8．一緒に相談機関を探す 

） 
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問11 次の相談窓口をご存知ですか。（○はそれぞれ1つずつ） 

 知っている 知らない 

① 北広島市子ども家庭課 

（児童福祉やDV等に関する相談） 
１ ２ 

② 北広島市健康推進課 

（母子保健や育児に関する相談、健康や病気、心身に関する相談） 
１ ２ 

③ 北広島市高齢者・障がい者相談担当 

（精神保健福祉や高齢者（65歳以上の方）に関する相談） 
１ ２ 

④ 千歳保健所 

（精神科医によるこころの健康相談等） 
１ ２ 

⑤ 北海道立精神保健福祉センター 

（こころの電話相談、来所相談） 
１ ２ 

⑥ 北海道ひきこもり青年相談センター １ ２ 

⑦ 北広島市社会福祉協議会 

（心配ごと相談） 
１ ２ 

⑧ 北海道いのちの電話 

（24時間） 
１ ２ 

⑨ 自殺予防 いのちの電話 １ ２ 

⑩ よりそいホットライン １ ２ 

⑪ きたひろしま暮らしサポートセンターぽると 

（生活困窮に関する相談） 
１ ２ 
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B 自殺対策へのご意見 

 

問12 今後求められるものとして、どのような自殺対策が必要になると思いますか。 

（○はいくつでも） 

1．気軽に相談できる場所（電話相談等）の充実 

2．学校での「いのちの教育」 

3．高齢者の孤立を防ぐ対策 

4．生活困窮者への支援 

5．勤労に関する支援（就労支援、過重労働相談等） 

6．自殺対策やこころの健康に関する普及啓発 

7．精神科の受診をしやすくする 

8．教師、職場の上司等の相談に応じる人への研修 

9．かかりつけ医や診療所のかかわり 

10．職場でのこころの健康づくりの推進 

11．債務（借金返済）相談の充実 

12．自殺未遂者への支援 

13．その他（具体的に︓                              ） 

14．わからない 

 

問13 最後に、こころの健康や自殺対策・予防で、ご意見がありましたら、お聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート調査にご協力いただき、ありがとうございました。 

この調査票は、同封の封筒に入れ、7月27日（月）までにご投函ください。 


